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議案第６０号

取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について

取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第２３号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和３年１１月３０日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（内閣府令）の改正により，特定教育・保育施設等の事業者等に

おける諸記録の作成，保存等について，書面に代えて電磁的記録による方法が認めら

れたことを踏まえ，本市においても当該府令基準に従い同様の措置を講ずるほか，所

要の整理を行うため，本条例の一部を改正するものです。
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取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

取手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

目次 目次

第 1章及び第 2章 (略) 第 1章及び第 2章 (略)

第 3 章 特定地域型保育事業の運営に関

する基準

第 3 章 特定地域型保育事業の運営に関

する基準

第 1 節 利用定員に関する基準(第 37

条)

第 1 節 利用定員に関する基準(第 37

条)

第 2 節 運営に関する基準(第 38 条～

第 50 条)

第 2 節 運営に関する基準(第 38 条～

第 50 条)

第 3 節 特例地域型保育給付費に関す

る基準(第 51 条・第 52 条)

第 3 節 特例地域型保育給付費に関す

る基準(第 51 条・第 52条)

第 4章 雑則(第 53 条)

付則 付則

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第 5条 (略) 第 5条 (略)

2 特定教育・保育施設は，利用申込者から

の申出があったときは，前項の規定による

文書の交付に代えて，第 5項で定めるとこ

ろにより，当該利用申込者の承諾を得て，

当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの(以下この条において「電磁的方

法」という。)により提供することができ

る。この場合において，当該特定教育・保

育施設は，当該文書を交付したものとみな

す。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法の

うちア又はイに掲げるもの

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電



- 3 -

子計算機と利用申込者の使用に係る

電子計算機とを接続する電気通信回

線を通じて送信し，受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記

録された前項に規定する重要事項を

電気通信回線を通じて利用申込者の

閲覧に供し，当該利用申込者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイ

ルに当該重要事項を記録する方法(電

磁的方法による提供を受ける旨の承

諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては，特定教育・保育施設の使

用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク，CD―ROM その他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができる物をも

って調製するファイルに前項に規定す

る重要事項を記録したものを交付する

方法

3 前項に掲げる方法は，利用申込者がファ

イルへの記録を出力することによる文書

を作成することができるものでなければ

ならない。

4 第 2項第 1号の「電子情報処理組織」と

は，特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機と利用申込者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。

5 特定教育・保育施設は，第 2項の規定に

より第 1 項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは，あらかじめ，当該利用

申込者に対し，その用いる次に掲げる電磁

的方法の種類及び内容を示し，文書又は電

磁的方法による承諾を得なければならな

い。

(1) 第 2 項各号に規定する方法のうち特

定教育・保育施設が使用するもの
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(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・

保育施設は，当該利用申込者から文書又は

電磁的方法により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があったときは，当該

利用申込者に対し，第 1項に規定する重要

事項の提供を電磁的方法によってしては

ならない。ただし，当該利用申込者が再び

前項の規定による承諾をしたときは，この

限りでない。

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意)

第 38 条 (略) 第 38 条 (略)

2 第 5 条第 2項から第 6項までの規定は，

前項の規定による文書の交付について準

用する。

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携)

第 42 条 特定地域型保育事業者(居宅訪問

型保育事業を行う者を除く。以下この項か

ら第 5項までにおいて同じ。)は，特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され，及び

必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う，次に掲げる事項に係る連携協力を行う

認定こども園，幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし，離島その他の地域で

あって，連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認めるものにおいて特定地域型

保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては，この限りでない。

第 42 条 特定地域型保育事業者(居宅訪問

型保育事業を行う者を除く。以下この項か

ら第 5項までにおいて同じ。)は，特定地

域型保育が適正かつ確実に実施され，及び

必要な教育・保育が継続的に提供されるよ

う，次に掲げる事項に係る連携協力を行う

認定こども園，幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし，離島その他の地域で

あって，連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認めるものにおいて特定地域型

保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては，この限りでない。

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略)

(3) 当該特定地域型保育事業者により特

定地域型保育の提供を受けていた満 3

歳未満保育認定子ども(事業所内保育事

業を利用する満 3 歳未満保育認定子ど

もにあっては，第 37 条第 2項に規定す

るその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号及び第 4 項第 1 号において

同じ。)を，当該特定地域型保育の提供

の終了に際して，当該満 3歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護

(3) 当該特定地域型保育事業者により特

定地域型保育の提供を受けていた満 3

歳未満保育認定子ども(事業所内保育事

業を利用する満 3 歳未満保育認定子ど

もにあっては，第 37 条第 2項に規定す

るその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号において同じ。)を，当該特

定地域型保育の提供の終了に際して，当

該満 3 歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づ
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者の希望に基づき，引き続き当該連携施

設において受け入れて教育・保育を提供

すること。

き，引き続き当該連携施設において受け

入れて教育・保育を提供すること。

2から 9まで (略) 2 から 9まで (略)

第 4章 雑則

(電磁的記録等)

第 53 条 特定教育・保育施設等は，記録，

作成，保存その他これらに類するもののう

ち，この条例の規定において書面等(書面，

書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。)により行うことが規定されてい

るものについては，当該書面等に代えて，

当該書面等に係る電磁的記録(電子的方

式，磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。以下この条に

おいて同じ。)により行うことができる。

2 特定教育・保育施設等は，この条例の規

定による書面等の交付又は提出について

は，当該書面等が電磁的記録により作成さ

れている場合には，当該書面等の交付又は

提出に代えて，第 4項に定めるところによ

り，教育・保育給付認定保護者の承諾を得

て，当該書面等に記載すべき事項(以下こ

の条において「記載事項」という。)を電

子情報処理組織(特定教育・保育施設等の

使用に係る電子計算機と教育・保育給付認

定保護者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。以下この条において同じ。)を使

用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法であって次に掲げるもの(以下

この条において「電磁的方法」という。)

により提供することができる。この場合に

おいて，当該特定教育・保育施設等は，当

該書面等を交付し，又は提出したものとみ

なす。
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(1) 電子情報処理組織を使用する方法の

うちア又はイに掲げるもの

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る

電子計算機と教育・保育給付認定保護

者の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて送信し，受

信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに

記録された記載事項を電気通信回線

を通じて教育・保育給付認定保護者の

閲覧に供し，教育・保育給付認定保護

者の使用に係る電子計算機に備えら

れた当該教育・保育給付認定保護者の

ファイルに当該記載事項を記録する

方法(電磁的方法による提供を受ける

旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては，特定教育・保育施

設等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する

方法)

(2) 磁気ディスク，CD―ROM その他これ

らに準ずる方法により一定の事項を確

実に記録しておくことができる物をも

って調製するファイルに記載事項を記

録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は，教育・保育給

付認定保護者がファイルへの記録を出力

することによる文書を作成することがで

きるものでなければならない。

4 特定教育・保育施設等は，第 2項の規定

により記載事項を提供しようとするとき

は，あらかじめ，当該記載事項を提供する

教育・保育給付認定保護者に対し，その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内

容を示し，文書又は電磁的方法による承諾

を得なければならない。

(1) 第 2 項各号に規定する方法のうち特

定教育・保育施設等が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式



- 7 -

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・

保育施設等は，当該教育・保育給付認定保

護者から文書又は電磁的方法により，電磁

的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは，当該教育・保育給付認定保

護者に対し，第 2項に規定する記載事項の

提供を電磁的方法によってしてはならな

い。ただし，当該教育・保育給付認定保護

者が再び前項の規定による承諾をした場

合は，この限りでない。

6 第 2項から前項までの規定は，この条例

の規定による書面等による同意の取得に

ついて準用する。この場合において，第 2

項中「書面等の交付又は提出」とあり，及

び「書面等に記載すべき事項(以下この条

において「記載事項」という。)」とある

のは「書面等による同意」と，「第 4項」

とあるのは「第 6項において準用する第 4

項」と，「提供する」とあるのは「得る」

と，「書面等を交付し，又は提出した」と

あるのは「書面等による同意を得た」と，

「記載事項を」とあるのは「同意に関する

事項を」と，「提供を受ける」とあるのは

「同意を行う」と，「受けない」とあるの

は「行わない」と，「交付する」とあるの

は「得る」と，第 3項中「前項各号」とあ

るのは「第 6 項において準用する前項各

号」と，第 4項中「第 2項の」とあるのは

「第 6項において準用する第 2項の」と，

「記載事項を提供しよう」とあるのは「同

意を得よう」と，「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と，同

項第 1号中「第 2項各号」とあるのは「第

6項において準用する第 2項各号」と，前

項中「前項」とあるのは「次項において準

用する前項」と，「提供を受けない」とあ

るのは「同意を行わない」と，「第 2項に

規定する記載事項の提供」とあるのは「こ

の条例の規定による書面等による同意の

取得」と読み替えるものとする。
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付 則

この条例は，公布の日から施行する。


